
「大分県減災社会づくりのための県民条例（仮称）案」

に対する県民意見の募集の結果について

平成２１年２月２日

県議会では、平成２０年１２月１０日から２１年１月１５日までの間 「大分県減災社会づくり、

のための県民条例（仮称）案」について、広く県民の皆様からご意見の募集を行いました。

現在 「政策・活性化協議会」において条例化に向けた作業を進めていますが、お寄せいただき、

ましたご意見と、それに対する協議会の考え方を取りまとめましたので公表します。

なお、４人の県民の皆様から延べ１５件の貴重なご意見をいただきました。ご協力ありがとうご

ざいました。

番
項目 ご意見の概要 協議会の考え方

号

１ 全体 議員提案としての条例策定に敬意を 条例制定の検討を進めていきたいと考

表したい。条例の制定を望む。 えています。

２ 全体 自助、共助を基本理念とする条例の これまでの防災対策は、災害対策基本

設置に賛成する。 法等に基づく公助を中心に進められてき

ました。今回、自助、共助の役割を定め

た条例を策定することによって、減災社

会づくりに向けた県民運動を展開したい

と考えています。

３ 全体 自助：共助：公助の比率は７：２： 今回の条例案は、いざという時こそ自

１と言われており、結果的に１：２： 助、共助の役割が重要であるとの趣旨で

７の比率になっている体制をどのよう あり、県民等の意識改革を図りたいと考

に改善するかの方策の文言が必要であ えています。具体的な方策は今後の施策

る。 展開の際に検討されることになります。

４ 全体 発災時の被害を最小限にとどめるた ご指摘のとおり、災害時は自助・共助

めには、公的機関の対応だけでなく、 ・公助が一体となって取り組む必要があ

住民自らが自分と家族の身を守り、地 り、日頃からの相互の連携が大切となり

域や組織と一体となって減災に取り組 ます。

む必要がある。 ご意見の趣旨を踏まえ、基本理念（第

２条）について 「…県民の生命、身体及、

、び財産を守るために行う公助を基本とし

相互に連携して実施されなければならな

い」と修正しました。



番
項目 ご意見の概要 協議会の考え方

号

５ 第１章 第１章（総則）に、減災行政の責務 総則では、自助・共助・公助の基本理

（総則） を追加すべきである。 念と、県民等の自発的な防災活動の促進

をうたっています。

（ ） （ ）第４章 公助 に県の責務 第１０条

を規定しています。

６ 第１章 第１章 総則 に 事業者の定義 規 規模等にかかわりなく事業者（法人及（ ） 、 （

（総則） 模等）を行うべきである。 び事業を営む個人）は、自らの防災対策

を講じるよう努めることを規定するもの

で、定義は不要と考えます。

７ 第２章 第２章（自助）に、気象情報、防災 第７条の「防災に関する情報」の中に気

（自助） 情報を的確に把握することを追加すべ 象情報が含まれると解しています。

きである。

８ 第３章 第３章（共助）に、自主防災組織の 自主防災組織の結成促進は、市町村を

（共助） 結成に対する行政支援を明記すべきで 中心に進められています。県では、地域

ある。 防災計画に「消防団・自主防災組織・ボ

ランティアの育成、強化」を定めて支援

に取り組んでいます。

９ 第３章 自治会でも防災訓練を実施している ご指摘のとおりです。とりわけ高齢者

、（共助） が参加率が低い。一人暮らしの家庭も 等の要援護者の支援が課題となっており

増えており、ともに助け合う気持ちの 地域の人々によって助け合う体制づくり

醸成が重要。地域コミュニティをいか を進めていきたいと考えています。

に形作るかが問われていると思う。

１０ 第４章 第４章（公助）第１０条について、 県の地域防災計画では 「消防団・自主、

（公助） 「…防災対策の重要性の啓発を行い、 防災組織・ボランティアの育成、強化」

地域防災リーダーの充実を図り、県民 を定めて防災リーダーの育成に取り組ん

等の自発的な…」とすべきである。 でいます。

１１ 第４章 減災活動をより前進させるため、防 具体的な内容については、頂いたご意

（公助） 災士の活用や、防災士養成事業を導入 見も参考にしながら、今後の施策展開の

してはどうか。 際に検討されることになります。



番
項目 ご意見の概要 協議会の考え方

号

１２ 第４章 県下の自主防災組織の結成率は高く 県の地域防災計画では 「消防団・自主、

（公助） なっているが、その内情、力量はお寒 防災組織・ボランティアの育成、強化」

い限りなので、ハードだけでなくバラ を定めて自主防災組織の強化に取り組ん

ンスの取れたソフトの施策を計画的に でいます。今後も条例の趣旨にしたがっ

検討してほしい。 て、施策を検討・推進していきたいと考

えています。

１３ 第４章 地震、台風、竜巻、津波、洪水など 県の地域防災計画では 「災害に強いま、

」 。（公助） の自然災害に対応するため、地形や、 ちづくりのための計画 を定めています

地層、断層を熟慮してまちづくりの計 頂いたご意見も考慮しながら、条例等の

画を立ててほしい。 施策展開の中で対応されることになりま

す。

１４ 第５章 第５章（県民減災社会づくりの日） 県民減災社会づくりの日は、災害に対

(減災社 について 大分県防災推進大会 仮称 する備えを、日頃から各自が実践してい、 （ ）

。会づくり を行い、啓発活動とモチベーション向 くことを啓発するために設けるものです

の日) 上の施策として、優秀な団体、個人を ご意見も参考にしながら、今後の施策展

表彰する制度を設けてはどうか。 開の際に検討されることになります。

１５ その他 広報活動、県民運動の盛り上げが一 ご意見のとおり広報、啓発をとおした

番大切になるが、条例や計画では、ど 県民運動の推進が重要と考えています。

のように考えているのか。 様々な主体ができることから取り組める

よう、効果的な啓発、周知に努めたいと

考えています。

大分県議会事務局 政策調査課
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